
○山口県地方警察職員の定数の部内の配分に関する訓令 

 

平成１４年１月１５日 

本 部 訓 令 第 １ 号 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、山口県地方警察職員定数条例（昭和３２年山口県条例第１６号）

第４条の規定に基づき、山口県地方警察職員（以下「職員」という。）の定数の部

内の配分を定めることを目的とする。 

（職員の定数の部内の配分） 

第２条 職員の定数の部内の配分は、次のとおりとする。 

組 織 

警  察  官 警察官

以外の 

職 員 

 

合 計 

警 視 警 部 警部補 巡査部長 巡 査 計 

警察本部 70 133 317 240 283 1,043 388 1,431 

警察署 44 105 454 679 823 2,105 115 2,220 

計 114 238 771 919 1,106 3,148 503 3,651 

（その他） 

第３条 職員の定数の所属別の配分は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１４年１月１５日から施行する。 

附 則 （平成１４年３月２２日本部訓令第１０号） 

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１５年３月１８日本部訓令第１０号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１６年３月１９日本部訓令第１１号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１７年３月２６日本部訓令第８号） 

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１８年３月２０日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成１９年３月１４日本部訓令第６号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２０年３月５日本部訓令第１３号） 



この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２１年３月１８日本部訓令第２号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２２年３月１９日本部訓令第１０号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成２３年３月１１日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成２４年３月１９日本部訓令第６号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成２４年６月１８日本部訓令第１４号） 

この訓令は、平成２４年７月１日から施行する。 

      附 則 （平成２５年３月１９日本部訓令第１２号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成２５年８月１９日本部訓令第３６号） 

この訓令は、平成２５年９月１日から施行する。 

      附 則 （平成２６年３月２０日本部訓令第５号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成２７年３月１７日本部訓令第７号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成２８年３月１５日本部訓令第１１号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成２９年３月２１日本部訓令第２５号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

      附 則 （平成３０年３月８日本部訓令第１１号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 （平成３1 年３月２２日本部訓令第７号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 （令和２年３月５日本部訓令第８号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 （令和３年３月５日本部訓令第６号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 （令和４年３月１０日本部訓令第８号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （令和５年３月３日本部訓令第６号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 （令和６年３月１日本部訓令第２号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 （令和７年２月２８日本部訓令第５号） 



この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 （令和８年２月２７日本部訓令第６号） 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


